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▮新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 

「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」の支給申請の手続き等、詳細
が厚生労働省より発表されました。 

 
支給要件 

①雇用する労働者の申し出により、令和２年２月２７日から同年３月３１日までの間に、 
以下のいずれかに該当する有給休暇を取得させたこと。 
ア 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う 

子どもの世話を保護者として行うための有給休暇 
イ 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など感染したおそれのある、小学校等に 

通う子どもの世話を保護者として行うための有給休暇 
②有給休暇は、通常の年次有給休暇とは別に与えること。 
③①の有給休暇は、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われるものであること。 
 ※助成金の支給上限(8,330 円)を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。 
④有給休暇を取得した労働者が、申請日時点において１日以上は勤務したことのある 

労働者であること。 

支給額 

対象労働者の日額換算賃金額（上限 8,330 円）× 有給休暇の日数 

支給申請の手続 

<支給申請期限> 令和２年３月１８日～同年６月３０日 
事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。 
また、法人内の対象労働者について１度にまとめて申請することとなっています。 

 
<申請書の提出先> 学校等休業助成金・支援金受付センター 

申請事業主の本社等（人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所）の所在地に 
より、送付先が分けられています。 

 
東北、関西、四国、中国地区：〒105-0014 東京都港区芝２-２８-８ 芝二丁目ビル 4 階 

学校等休業助成金・支援金受付センター 
 

<問い合わせ先> 学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター 
 TEL：0120-60-3999（受付時間）9:00～21:00（土日・祝日含む） 

必要書類 

支給申請書、有給休暇取得確認書、支給要件確認申立書、支払方法・受取人住所届の他、 
以下のすべての書類の写しの添付が必要です。 
 
①(対象事業主が雇用保険適用事業主でない場合)労災保険への加入が確認できる書類 
②(対象労働者が雇用保険被保険者でない場合)雇用されていることを確認できる書類 
③対象労働者が有給休暇を取得したことが確認できる書類 
④対象労働者の有給休暇について、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われたことが 

確認できる書類 
⑤対象労働者の通常の賃金が確認できる書類 
⑥対象労働者の所定労働日や所定労働時間が確認できる書類 
⑦小学校等の臨時休業等により子どもの世話を行うための有給休暇を取得した場合、 

小学校等が臨時休業等をしたことについて確認できる書類 
⑧対象事業主に雇用されており、申請日時点において１日以上勤務している労働者である 

ことが確認できる書類 
⑨対象労働者のうち、中等教育の課程に在籍する障害のある子どもの場合は、当該障害が 

あることを確認できる書類 
★申請方法等のご不明点や詳細につきましては弊所担当者までお問合せください。 

【厚生労働省 より】 

 

（旧 河本社労士事務所） 
 
〒541-0056 
大阪市中央区久太郎町 
1-9-26 船場 IS ビル 5F 
TEL:06-6264-6264  
FAX:06-6264-6265  
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新型コロナウイルス関連の 
助成金の最新情報について 

 
社会保険労務士法人イデア 

ホームページにて、 
随時掲載しておりますので 
こちらもご確認ください！ 

・3 月末退職者の手続き 

（労務 ROAD VOL.679 も 

ご参考にご覧ください） 

・新年度に向けた準備 

・自殺対策強化月間 

少し前に、お掃除ロボットの
ルンバを購入しました。毎朝
お掃除してくれるように設
定しているのですが、仕事に
行っている間に綺麗に掃除
してくれているのでとても
助かっています。時々、スリ
ッパなどに絡まって、連携し
ているスマホに助けを求め
る通知が来るところにも愛
着がわいてきました。（矢尾） 

 


